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国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

世
帯
に
は
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

を
発
行
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
有
効
期

限
は
、
３
月　

日
ま
で
で
す
。
小
郡
市

31

国
民
健
康
保
険
で
は
、
3
月
下
旬
に
平

成　

年
度
の
保
険
証（
桃
色
）を
加
入
世

19
帯
あ
て
に
郵
送
し
て
い
ま
す
。
保
険
証

を
ご
確
認
の
う
え
、
4
月
1
日
以
降
に

医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
る
際
は
、
新
し

い
保
険
証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
平
成　

年
度
以
降
の
国
保

12

税
を
1
年
以
上
滞
納
さ
れ
た
場
合
は
、

資
格
証
明
書
（
白
色
）
を
郵
送
し
て
い

ま
す
。

　

保
険
証
が
郵
送
さ
れ
て
こ
な
い
場
合

は
国
保
年
金
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

保
険
証
は
、
1
世
帯
に
１
枚
し
か
発

行
し
ま
せ
ん
（
退
職
者
医
療
制
度
の
保

険
証
と
一
般
の
保
険
証
と
は
別
に
発
行

し
ま
す
の
で
、
2
枚
の
保
険
証
が
交
付

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

　

た
だ
し
、
世
帯
員
の
中
に
学
生
が
い

て
、
別
に
保
険
証
が
必
要
な
場
合
は
、

「
○学
 

」の
保
険
証
を
発
行
し
ま
す
。

　

ま
た
、
世
帯
員
の
中
に
特
別
な
理
由

が
あ
る
人
（
遠
方
の
施
設
に
入
所
な
ど
）

が
い
て
、
別
に
保
険
証
が
必
要
な
場
合

は
、「
○遠
 

」
の
保
険
証
を
発
行
し
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
、
必
要
な
書
類
（
左
記
）

を
ご
持
参
の
う
え
、
国
保
年
金
課
の
窓

口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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国
民
健
康
保
険
証
、
在
学
証
明
書　

　
（
ま
た
は
学
生
証
）、
印
鑑
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国
民
健
康
保
険
証
、
在
園
証
明
書
、

　

印
鑑

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
人
の
介
護
保
険

40
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料
は
、
医
療
保
険
分
と
介
護
保
険
分
を

併
せ
て
ひ
と
つ
の
国
民
健
康
保
険
税
と

し
て
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

介
護
保
険
は
国
民
健
康
保
険
と
と
も

に
、
皆
さ
ん
の
介
護
費
や
医
療
費
を
ま

か
な
う
大
切
な
制
度
で
す
。
そ
の
主
な

財
源
は
、
皆
さ
ん
が
納
め
る
国
民
健
康

保
険
税
で
す
。
そ
の
た
め
、
保
険
税
の

未
納
な
ど
が
あ
る
と
財
政
は
非
常
に
厳

し
く
な
り
、
皆
さ
ん
に
も
大
き
な
負
担

を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
保
険
税
の

重
要
さ
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
保
険
制

度
が
健
全
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
所
得
の
申
告
は
、
保
険
税
の

計
算
を
す
る
と
き
の
基
礎
と
な
る
も
の

で
す
。
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
割

引
券
が
必
要
な
世
帯
は
、
保
険
証
と
印

鑑
を
ご
持
参
の
う
え
、
国
保
年
金
課
の

窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
市
内

の
指
定
は
り
き
ゅ
う
院
で
1
回
に
つ

き
1
、
4
0
0
円
の
割
引
が
受
け
ら
れ

ま
す
。（
1
か
月
に
5
回
ま
で
（
１
年
間

に　

回
ま
で
））
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